


















周産期医療の医療費

 周産期救急のシステム化により 3次施設(周産期センタ-)へ送る母体搬送例はここ数年増

加し総分娩数の約 5%を占めている。平成 8 年度において産科合併症、特に、前置胎盤、

常位胎盤早期剥離、重症妊娠中毒症、前期破水例を母体搬送による緊急入院群と初めから

3 次施設で管理されて入院となった通常入院群を、入院から分娩までの日数、分娩時出血

量、アプガースコア(5 分)、IUGR (子宮内発育遅延)、IUFD (子宮内胎児死亡)の発症率な

どを比較した結果、通常入院群において有意に母児の予後改善が期待される結果が得られ

た。そのため、妊婦健康診査によってリスクが想定された妊婦はすみやかに 3次施設に送

られることが望ましい。

 また、新生児医療においては集中治療か導入され、地域的システム化により生存率、長

期予後とも改善がみられている。しかしながら、極小未熟児特に超未熟児は高度医療を必

要とするため医療費は高額となっている。周産期医療の医療費が適切であるかどうかを胎

児期および新生児期を踏まえ、特徴的産科合併症、重症妊娠中毒症、前置胎盤、糖尿病に

おける入院適応別の医療費を、母体搬送による緊急入院群と妊娠初期から 3次施設で管理

されて入院となった通常入院群にわけ比較検討した。


